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あなたらしさが、社会のチカラ
～６月23日から29日は「男女共同参画週間」です～

お役立ち☆くらしの情報�
購入時のトラブルにご注意ください

災害時避難行動要支援者の支援について考えましょう
問 市民課生活人権室（☎53－3363）

問 福祉課総合相談室（☎75－8941）

問 介護高齢課高齢者支援室（☎75－8935）
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社
会」を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、市民の皆さん一人一人の取り組みが必要です。
　男女共同参画社会は、男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会で、一人一人の豊か
な人生の実現につながっていくものです。
　私たちの周りの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。

　避難行動要支援者を災害から守るために、どのような支援が必要か自治会などで話し合い、「支援する側」
と「支援される側」が互いに申し合わせておくことが重要です。

　避難行動要支援者を支援するには、心身の状態や
家族の状況、緊急連絡先などの情報を確認し、支援
体制を事前に決めておく必要があります。本人の同
意のもとで「災害時見守りカード（個別避難計画）」
を作り、市と避難支援等関係者で共有し、災害時に
備えます。市では、見守りカードの作成に取り組む
自治会を支援しています。

～不要なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も
強引に買い取られた！～
・�電話では「お皿を買い取ります」と言われていた
のに、家に来たら「貴金属を売ってくれ」と言わ
れ、アクセサリーを強引に買い取られた。
・�契約書に「アクセサリーまとめて９点」とだけ書
かれていて、何をいくらで買い取られたのか分か
らない。

　市では、避難行動要支援者を把握するために本人
の同意のもと、「避難行動要支援者名簿」を作成し、
避難支援等関係者（自治会など）に配布します。

・�突然訪問してきた購入業者は決して家に入れない
ようにしましょう。
・�購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問
を承諾しないようにしましょう。
・�購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合
は、１人では対応しないようにしましょう。

災害時見守りカード（個別避難計画）の作成

実際にあった相談

村上市消費生活センター（月～金曜日　午前９時～午後４時）へ
それ以外は、新潟県消費生活センター・国民生活センターにつながります！

消費者ホットライン

避難行動要支援者名簿の作成

一言アドバイス

『おかしいなあ・・・』と思ったら、迷わず相談してください。
村上市消費生活センター（☎75－8941・Ｆ53－3840）　※専門の相談員がいます
荒川支所地域振興課（☎62-3103） 朝日支所地域振興課（☎72-6885）
神林支所地域振興課（☎66-6112） 山北支所地域振興課（☎77-3112）
消費者ホットライン　☎188（いやや！）お近くの消費生活相談窓口につながります。

「にいがた女 （ひと） と男 （ひと） フェスティバル2026」 講演会
　男女共同参画週間の取り組みとして、新潟県女性財団が主催する講演会を、サテライト会場
を設けオンライン配信します。男女共同参画を考える機会として、参加をお待ちしています。

と　き
　６月28日（日）午後１時30分～３時30分
ところ（オンライン配信会場）
　マナボーテ村上２階会議室
内　容
　木久蔵流　仕事に育児に伝承の技

講　師　落語家　林家木久蔵　氏
募集人数　50人（先着順）
申込方法
　市ホームページから申し込むか、市民
課生活人権室（☎53－3363）まで電話
で申し込んでください。
その他　�オンライン配信では手話通訳を

投影します。

⑤　�自宅市町村または最寄りの相談
窓口につながります

子育て支援センターを利用してみませんか ?
「子育て支援センター」ってどんなところ？使ったことない！

けど気になる！という方、ぜひ一度遊びにきてみませんか？

詳しくはホームページをご覧ください→

支援センターからのおたよりも掲載中！
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ファミリー・サポート・センター
　　　　提供会員を募集しています！　
ファミリー・サポート・センターで育児支援のお手伝いを

してくれる人（提供会員）を募集しています。

子どもが大好き！送迎や預かりの支援をしたい！

という人、ぜひ力を貸してください！
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